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第⚓部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

ᾇ　学校・社会における環境教育
○　児童生徒の環境に対する意識啓発

学校教育においては、各教科、特別活動、総合
的な学習の時間等、教育活動の全体を通して環境
教育に関する学習活動が展開されています。
平成⚓⚐年度も自然体験等を通して学習活動の充

実が図られるよう啓発しました。
○　環境教育支援事業
①　全日本学校関係緑化コンクール
・学校林等活動の部
小・中・高等学校の中から学校林を活用し、環

境教育や緑化活動に顕著な教育活動を行った学校
を推薦しています。
・学校環境緑化の部
小・中・高等学校の中から、児童生徒に対する

計画的、組織的な環境緑化教育を推進している学
校を推薦しています。
②　愛鳥週間野生生物保護功労者表彰

日本鳥類保護連盟に対し、多年にわたり野生生
物保護に関する優れた功績を積み重ねている学校
を功労者表彰候補者として推薦しています。
③　愛鳥モデル推進校

県内の小中学校の児童生徒を対象に、探鳥会な
どの各種活動を通して野生生物保護思想の普及啓

発を図ることを目的として、愛鳥モデル推進校を
指定しています。その指定期間は⚒年間です。

○　環境教育関連指定校
小学校・特別支援学校の中から、学校環境の緑

化を通じて環境教育を推進している学校を推薦し
ています。

○　児童・生徒のための環境教育推進事業

環境にやさしい人づくりを進めることを目的と
して、県内の小学校で「こども環境教育出前講座」
を展開しました。平成⚓⚐年度は、出前講座等を⚔⚓
校で実施し、児童数延べ⚒，⚑⚖⚙人に対し、地球温暖
化や自分たちにできる環境配慮行動について学ぶ
機会を提供しました。 

⚑　環境教育・環境学習の推進

第⚕章　すべての基盤となる施策

第⚑節　グリーン行動の促進

義務教育課

義務教育課

義務教育課

自然保護課・義務教育課

義務教育課

環境政策課

平成⚓⚐年度実施校
・気仙沼市立気仙沼小学校
・仙台市立長町小学校
・宮城県立金成支援学校

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚑Ȃ⚒　こども環境教育出前講座実施校
児童数(人）学年学　校　名市町村

⚘⚕⚕仙台市立市名坂小学校

仙 台 市

⚑⚐⚓⚕仙台市立北中山小学校
⚙⚙⚕仙台市立黒松小学校
⚙⚓⚒仙台市立台原小学校
⚑⚐⚔⚔仙台市立八幡小学校
⚔⚗⚖仙台市立東四郎丸小学校
⚔⚑⚕仙台市立東四郎丸小学校
⚙⚘⚕仙台市立東長町小学校
⚔⚘⚕仙台市立古城小学校
⚔⚓⚕石巻市立大街道小学校

石 巻 市
⚖⚓～⚖石巻市立寄磯小学校
⚖⚒⚕気仙沼市立面瀬小学校

気仙沼市
⚗⚕気仙沼市立小泉小学校
⚗⚕気仙沼市立小泉小学校
⚑⚙⚓～⚖気仙沼市立月立小学校
⚑⚐⚕･⚖気仙沼市立水梨小学校

指 定 学 校 一 覧
石巻市立東浜小学校
仙台市立上野山小学校
大崎市立長岡小学校
登米市立横山小学校
丸森町立大内小学校
気仙沼市立新城小学校

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚑Ȃ⚑　愛鳥モデル推進校（平成⚓⚐、令和元年度宮城県指定）

児童数(人）学年学　校　名市町村
⚒⚙⚖角田市立北郷小学校角 田 市
⚑⚐⚗⚔岩沼市立岩沼小学校

岩 沼 市
⚒⚔⚑～⚖岩沼市立岩沼小学校
⚑⚑⚑⚔登米市立佐沼小学校

登 米 市
⚒⚕⚒登米市立宝江小学校
⚓⚒⚕栗原市立瀬峰小学校

栗 原 市

⚘⚐⚔栗原市立築館小学校
⚗⚗⚔栗原市立築館小学校
⚔⚑･⚒栗原市立花山小学校
⚔⚑･⚒栗原市立花山小学校
⚑⚐⚓･⚔栗原市立花山小学校
⚙⚕･⚖栗原市立花山小学校
⚙⚕･⚖栗原市立花山小学校
⚔⚓⚔東松島市立鳴瀬桜華小学校

東松島市
⚙⚕⚕東松島市立矢本東小学校

児童数(人）学年学　校　名市町村
⚒⚗⚕大崎市立富永小学校

大 崎 市 ⚑⚑⚓⚕大崎市立古川第二小学校
⚑⚓⚖大崎市立宮沢小学校
⚖⚖⚔富谷市立明石台小学校

富 谷 市 ⚖⚕⚖富谷市立明石台小学校
⚗⚘⚖富谷市立成田東小学校
⚒⚖⚖蔵王町立宮小学校蔵 王 町
⚖⚓⚔村田町立村田小学校村 田 町
⚔⚒⚒七ヶ浜町立松ヶ浜小学校七ヶ浜町
⚔⚗⚕利府町立しらかし台小学校利 府 町
⚖⚘⚕大衡村立大衡小学校大 衡 村
⚓⚐⚔南三陸町立志津川小学校南三陸町

⚒，⚑⚖⚙⚔⚓校計
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第⚕章　すべての基盤となる施策

○　クリーンエネルギー利活用実践推進事業

専門高校に環境教育設備を導入し、資源やエネ
ルギーの有限性と、関連して環境問題について考
察を進め、環境保全とクリーンエネルギーの利活
用に関する実践的な研究を行い、環境やエネル
ギー課題に対応できる人材育成を図っています。

○　国際的な視野に立った環境教育の支援

国連は、⚒⚐⚐⚕年（平成⚑⚗年）からの⚑⚐年間を
「持続可能な開発のための教育（略称ESD）の⚑⚐
年」と定め、「持続可能な開発」の実現が可能と
なるよう、社会・環境・経済・文化の各分野で直
面している諸課題に取り組み、その解決に向けた
教育を推進してきました。そして、⚒⚐⚑⚕年（平成
⚒⚗年）以降は更にESDを発展させていくために、
後継プログラムであるグローバル・アクション・
プログラム（GAP）の開始が発表されました。
ESDを広めていくための地域の拠点として「仙
台広域圏」が認定され、仙台、大崎市田尻、気仙
沼、七ヶ宿及び白石の各地域において、それぞれ
の特色を生かした環境教育に取り組んでいます。
 

高校教育課

平成⚓⚐年度実施校　宮城県迫桜高等学校
　エコファーム　プロジェクト（H⚒⚘～H⚓⚐）
※太陽光発電システム設置工事（H⚒⚘．⚑⚒完成）
　野菜工場ユニット設置工事（H⚓⚐．⚗完成）

実績〈参考〉
ㅡクリーンエネルギーを活用した実践的な環境教育
 （H⚒⚔～H⚒⚕年度　黒川）
ㅡ環境を意識したエコロジカルスクールファームづくり
への取組 （H⚒⚔年度　加美農業）
ㅡ風力発電システムの導入と発電モーター、風速と発電
量に関する学習 （H⚒⚔年度　伊具、白石工業）
ㅡソーラー発電の学習と植物プランクトン培養施設での
有効活用の学習 （H⚒⚕、H⚒⚗年度　水産）

○　環境教育リーダー事業
県民の多様化・高度化する環境教育ニーズに対

応するため、環境分野での人的資源を活用した環
境教育リーダー制度を平成⚒⚐年度に創設しまし
た。平成⚓⚐年度は、県民から⚔⚐回の派遣要請があ
り、延べ⚒，⚐⚑⚖人を対象に、家庭でできる節電の取
組をはじめとした講演等を行いました。
○　こどもエコクラブへの活動支援

子どもたちが主体的に行う環境学習・環境保全
活動の支援策として、「こどもエコクラブ事業」
（平成⚗年度から平成⚒⚒年度まで環境省事業、平
成⚒⚓年度より公益財団法人日本環境協会が継承。）
が実施されています。平成⚓⚐年度末現在、県内の
⚑⚑クラブに所属する⚒，⚓⚑⚐人の子どもたちが会員
登録をしています。
○　水環境教育の推進
水生生物による水質調査は、河川に棲む水生昆

虫等を調べ、その結果から、河川の水環境の状態
を知ろうとするもので、昭和⚖⚑年度から、小中高
校生、一般県民、市町村担当者等に呼びかけて、
身近な河川の水環境を体験し、河川への親しみや
水環境保全意識の啓発のための機会を提供するこ
とを目的として実施しています。
平成⚓⚐年度には、県内の小・中・高等学校等合

計⚒⚐団体⚔⚑⚖名の参加により広瀬川、名取川等⚒⚓
河川で調査を実施しました。 ▲　ソーラーパネルによる発電電力の実験

環境政策課

環境政策課

環境対策課

環境政策課
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第⚓部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

○　ルルブル・エコチャレンジ事業

本県独自の取組であるルルブル（しっかり寝ル・
きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸びル）と
エコ活動の大切さを伝える「ルルブル・エコチャ
レンジ事業」を、平成⚒⚘年度から実施しています。
本事業では、県内の幼児・児童（小学校低学年）

を対象として、ルルブルとエコ活動を組み合わせ
た内容により、家庭で取り組めるポスター・シー
ルを制作・配布しており、平成⚓⚐年度は、夏休み
期間に取り組んだ⚒⚑，⚐⚖⚓人に認定証を送付しまし
た。
親子で楽しみながらルルブルを実践することに

より、子供たちの基本的生活習慣の定着促進を図
るとともに、環境教育を推進し、成果として節電
による二酸化炭素の削減につなげています。

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚑Ȃ⚓　水生生物による水質調査結果（平成⚓⚐年度）

参　　加　　団　　体　　名
水　質　階　級の　べ

地点数河　川　名水系名
判定不能ⅣⅢⅡⅠ

宮城県蔵王高等学校（自然科学部）⚒⚒松 川⚑

阿 武 隈 川
丸森町（まるもりこどもエコレンジャー）⚑⚑雉 子 尾 川⚒

白石市立深谷小学校⚑⚑大 太 郎 川⚓

大河原町立大河原中学校（科学部）⚑⚑白 石 川⚔

仙台市立仙台高等学校（生物部）⚑⚑名 取 川⚕

名 取 川
仙台市立仙台高等学校（生物部）宮城県仙台第二高等学校（生物部）⚓⚓広 瀬 川⚖

川崎町立川崎第二小学校⚑⚑北 川⚗

名取市生活経済部クリーン対策課⚑⚑川 内 沢 川⚘

気仙沼市市民生活環境部環境課環境政策係⚑⚑七 北 田 川⚙
七 北 田 川

仙台市立仙台青陵中等教育学校（科学部）⚑⚑梅 田 川⚑⚐

宮城県迫桜高等学校⚑⚑迫 川⚑⚑
北 上 川

宮城県岩ヶ崎高等学校（科学部）⚒⚒三 迫 川⚑⚒

気仙沼市市民生活環境部環境課環境政策係⚓⚓大 川⚑⚓

気 仙 沼 湾

気仙沼市市民生活環境部環境課環境政策係⚑⚑八 瀬 川⚑⚔

気仙沼市立面瀬小学校⚑⚑面 瀬 川⚑⚕

気仙沼市立九条小学校⚑神 山 川⚑⚖

気仙沼市立鹿折小学校⚑⚑鹿 折 川⚑⚗

宮城県志津川高等学校（自然科学部）⚒⚑⚓八 幡 川⚑⚘

そ の 他

宮城県鹿島台商業高校⚑⚑広 長 川⚑⚙

多賀城市市民経済部生活環境課⚑⚑⚒砂 押 川⚒⚐

気仙沼市立大谷小学校⚑⚑滝 根 川⚒⚑

松島町立松島第二小学校⚑⚑田 中 川⚒⚒

丸森町（まるもりこどもエコレンジャー）⚑⚑奈 良 又 川⚒⚓

⚓⚒⚑⚓⚒⚒⚓⚒合　　計

教育企画室

▲平成⚓⚐年度ルルブル・エコチャレンジポスター、
シール、認定証

ᾈ　環境教育の基盤整備
○　学習機会の提供と施設の整備

本県の豊かな自然環境を将来にわたって保全す
るとともに、多様化する環境問題に対応していく
ためには、県民一人ひとりが環境との関わりにつ
いての認識を深め、環境に配慮した生活に努めて
いくことが重要です。
県では、県民が身近な自然環境を体験し、また、

自ら学習することを通じて、環境への認識を深め
る機会を提供するため、県内各地に環境教育推進
施設を設置・運営しています。

環境政策課・自然保護課
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第⚕章　すべての基盤となる施策

ᾇ　環境配慮行動に向けたインセンティブ
の向上

○　みやぎe行動宣言登録事業
みやぎ行動（eco do！）宣言とは、県民や事業
者が環境にやさしい暮らし方や事業活動に取り組
むことを県に宣言し、県がその内容を登録するこ
とで、環境配慮行動の実践を促す制度です。県で
設定している環境配慮行動の項目の中から、既に
実践しているもの、またはこれから取り組もうと
思うものを選択し、宣言する形式で、県民向けの

⚒　環境配慮行動への支援 

環境政策課

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚑Ȃ⚔　県内の環境教育推進施設
平成⚓⚐年度
利用者数施 設 の 概 要開設日所在地施設名

⚓⚓，⚒⚔⚘人

国内⚒番目に登録されたラムサール条約湿地であり、世界的に有数な冬鳥の渡来地である伊豆沼・内
沼及び周辺地域に関する自然環境の調査研究、環境教育などの機能を有し、これらの自然環境保全の
拠点施設である。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/sanc.html）

平成⚓年栗原市若柳字上畑
岡敷味⚑⚗番地の⚒

伊豆沼・内沼サン
クチュアリセン
ター

⚙，⚕⚓⚕人

蔵王の自然、野鳥の生態に関する展示や体験学習など、自然保護思想の普及啓発、環境教育などの機
能を有し、野鳥をはじめとした多種多様な生物種が生息・生育する「蔵王野鳥の森」の自然環境保全
の拠点施設である。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/kotori.html）

平成⚖年刈田郡蔵王町遠刈
田温泉字上ノ原
⚑⚖⚒-⚑

蔵王野鳥の森自然
観察センター

⚒⚔⚘，⚔⚓⚒人

明治⚑⚐⚐年記念事業の⚑つとして開園。その後、楽しみながら自然を理解する施設として、アスレ
チックコースや音楽堂、遊歩道などを整備した。仙台近郊に位置することから、都市近郊の森林レク
リエーションの場及び野外活動の場として利用者は多い。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/kenmin.html）

昭和⚔⚔年宮城郡利府町神谷
沢字菅野沢⚔⚑

県民の森

⚔⚗，⚗⚕⚑人

昭和天皇御在位⚖⚐年を記念して、昭和⚓⚐年に第⚖回全国植樹祭会場となった大衡村平林地内の松林
（通称御成山）周辺を整備した森林公園。万葉植物を通じた歴史・文化・自然科学の学びの森として、
そして歌会や茶会などの場所として利用されている。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/manyou.html）

平成元年黒川郡大衡村大衡
字平林⚑⚑⚗

昭和万葉の森

⚕，⚒⚗⚐人

スギなどの人工林のほか、樹齢⚒⚐⚐年以上のブナやミズナラの天然林をはじめ、野生鳥獣も数多く生
息する一桧山県有林及びその周辺に、自然観察遊歩道や森林・林業の知識を習得できる「森林科学館」
を整備し、森林・林業、自然環境に対する理解を深める場として利用されている。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sizenhogo/komorebi.html）

平成⚕年栗原市花山草木沢
角間⚑⚐-⚗

こもれびの森

⚗，⚐⚔⚔人

県民、事業者及び市町村等へ各種環境情報を提供する場として県保健環境センター内に設置してい
る。各種情報機器の整備のほか、書籍、パンフレット、映像ソフト、啓発パネル等を収集・作成・展
示し、センター内での閲覧・利用のほか、貸出を行っている。また、環境活動を行う県民同士の打合
せや交流、セミナー等に用いることのできるスペースも設けられている。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hokans/meic-index.html)

平成⚒年仙台市宮城野区幸
町四丁目⚗番⚒号
（宮城県保健環境
センター内）

環境情報センター

「わたしのe行動宣言」と事業者向けの「わが社の
e行動宣言」があります。
また、宣言登録後の取組を実践する方々を認定

し、その取組の継続的実践を促しています。
なお、ISO⚑⚔⚑⚐⚐⚑、エコアクション⚒⚑、みちのく

EMSの認証取得事業者及びわが社のe行動（eco 
do！）宣言認定を受けた事業者は、環境配慮事業
者の登録を受けた場合、県の物品及び役務の調達
において当該者を優先的に取り扱うことで、環境
保全活動の促進を支援しています。

e行動宣言認定者には、県から「認定書」が届きます！
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第⚓部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

ᾇ　グリーン購入の促進
○　グリーン購入促進事業
グリーン購入とは、購入の必要性を十分に考慮

するとともに、品質や価格だけでなく環境に配慮
された製品やサービスを、環境負荷の低減に努め
る事業者から優先して購入する取組です。
県は、平成⚑⚘年⚔月に、環境負荷の少ない持続
的発展が可能な地域社会の構築に寄与することを
目的として、グリーン購入の取組における県・県
民・事業者等それぞれの役割を明記したグリーン
購入促進条例を制定しました。
これまで、企業や団体に対する出前講座を実施

するとともに、環境に配慮した製品を「宮城県グ
リーン製品」として認定し、その普及啓発に努め
るほか、グリーン購入を促進するための活動を行
う民間団体「みやぎグリーン購入ネットワーク」
（以下、「みやぎGPN」という。）への支援を通じて、
県内のグリーン購入の普及に取り組んできまし
た。
平成⚓⚐年度は、みやぎGPNと共同で「グリーン

購入セミナー」を開催しました。
○　県の行うグリーン購入
県は、グリーン購入促進条例に基づき、グリー

ン購入の推進に関する基本方針及び計画を定め、
県の事務事業において重点的に調達を推進すべき
環境配慮物品等について積極的に調達を行ってい
るほか、グリーン購入の促進に資すると認められ
る環境物品等を「宮城県グリーン製品」として認
定し、県発注の公共事業において利用するなど、
普及拡大に努めています。
平成⚓⚐年度は、⚒⚑分類、⚒⚘⚗品目の物品等につい
てグリーン購入に取り組み、県全体のグリーン購
入率は⚙⚘．⚘％でした。
○　業務委託等における環境配慮の推進

県では、各種調査、施設管理等の業務を委託す
る際に、環境配慮事項を仕様書に記載する等の方
法により、事業者に環境配慮の実施を要請する取
組を実施しています。平成⚓⚐年度は、⚑，⚑⚖⚗件の
うち、⚑，⚐⚐⚙件（⚘⚖．⚕％）について要請を行いまし
た。

ᾈ　事業者の環境配慮経営等の支援
○　環境配慮型経営を行う中小企業者への支援

「宮城県中小企業融資制度」では、環境配慮型経
営に係る第三者認証等を取得している中小企業者
に対して融資利率を⚐．⚑％引き下げています。
また、ISO⚑⚔⚐⚐⚑の認証取得等に必要となる経費

を融資対象とした「環境安全管理対策資金」のほ
か、「再生可能エネルギー推進支援資金」により、
再生可能エネルギー発電事業を行う県内中小企業
者の資金調達を支援しています。

ᾉ　県自らの環境配慮行動の推進
○　県の役割
県は、事業者・消費者の立場から、自らの事務

事業の中で消費するエネルギーの抑制や、廃棄物
の⚓R、グリーン購入等の環境配慮行動を推進す
るために、平成⚑⚐年⚒月に「宮城県環境保全率先
実行計画」を策定しました。平成⚒⚗年度には、喫
緊の課題である地球温暖化への対策を考慮し、省
エネルギーの取組を重視した新たな計画（第⚕期
計画）を策定しました。
○　計画の目標達成状況
県は、平成⚑⚓年から平成⚒⚐年までの間に取得し

ていたISO⚑⚔⚐⚐⚑による環境管理の経験を踏まえ、
平成⚒⚑年から独自の「宮城県環境マネジメントシ
ステム」を確立し、計画の進行管理を行っていま
す。
平成⚓⚐年度は、省エネに取り組んだ結果、庁舎

内での電気使用量が⚑．⚑％（前年度比。以下同
じ。）、燃料使用量が⚙．⚖％減少したことにより、温
室効果ガスの排出量が⚕．⚙％削減されました。ま
た、公用車の使用については、エコドライブの推
進などに取り組み、燃料使用量が⚑．⚘％減少しま
した。
用紙類の購入量については、震災復興業務の影

響等により年々増加傾向が続いており、削減に取
り組んでいますが、⚐．⚙％の増加となりました。
廃棄物については、発生量が⚓．⚘％減少するとと
もに、再資源化率が⚐．⚕％向上しました。また、水
の使用量では、こまめな節水の取組等により、
⚓．⚒％減少しました。

⚓　グリーンな経済システムへの加速

環境政策課

環境政策課

環境政策課

商工金融課

環境政策課
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第⚕章　すべての基盤となる施策

▼表⚓⼟⚕⼟⚑⼟⚕　宮城県環境保全率先実行計画の目標達成状況

目標
達成状況

平成⚓⚐年度
実績値

（基準年度比）

平成⚓⚐年度
目標値

（基準年度比）

令和⚒年度
目標値

基準年度値
（平成⚒⚖年度）

数値目標
（対平成⚒⚖年度）

第⚕期計画目標
項目

単位項　　　目

○⚗⚐，⚕⚗⚔
（⚙⚓．⚖％）

⚗⚔，⚖⚘⚒
（⚙⚙．⚑％）⚗⚐，⚘⚖⚔⚗⚕，⚓⚘⚗⚖％削減トン温室効果ガスの排出量

（二酸化炭素換算量）⚑温室効果ガス

△⚗⚕，⚖⚐⚒
（⚑⚐⚔．⚙％）

⚗⚓，⚖⚔⚙
（⚑⚐⚒．⚒％）⚖⚗，⚗⚖⚖⚗⚒，⚐⚙⚑⚖％削減千kWh庁舎内での電気使用量⚒

省エネ ○⚑⚙⚓，⚕⚖⚑
（⚙⚖．⚕％）

⚒⚐⚓，⚖⚓⚐
（⚑⚐⚑．⚕％）⚑⚘⚘，⚖⚒⚘⚒⚐⚐，⚖⚖⚘⚖％削減GJ庁舎内での燃料使用量

（熱量換算）⚓

△⚒⚘，⚘⚙⚘
（⚑⚑⚒．⚔％）

⚒⚗，⚖⚕⚘
（⚑⚐⚗．⚖％）⚒⚔，⚔⚑⚕⚒⚕，⚗⚐⚐⚕％削減GJ公用車の燃料使用量

（熱量換算）（緊急車両を除く。）⚔

×⚒⚑⚙．⚒
（⚑⚐⚕．⚖％）

⚒⚐⚗．⚖
（⚑⚐⚐．⚐％）⚒⚐⚗．⚖⚒⚐⚗．⚖基準年度以下

を維持百万枚用紙類（コピー用紙及び印
刷用紙）の購入量⚕用紙

〇⚓，⚓⚗⚓
（⚙⚘．⚑％）

⚓，⚔⚒⚖
（⚙⚙．⚗％）⚓，⚒⚖⚖⚓，⚔⚓⚗⚕％削減トン廃棄物の発生量⚖

廃棄物
△⚓⚖．⚘⚓⚗．⚓⚔⚐．⚐⚓⚖．⚗廃棄物発生量

の⚔⚐％以上％廃棄物の再資源化率⚗

○⚗⚕⚔
（⚙⚖．⚕％）

⚗⚖⚑
（⚙⚗．⚔％）⚗⚔⚒⚗⚘⚑⚕％削減千m�庁舎での水使用量⚘水

環境配慮基本協定とは、宮城県に立地する事業
者（工場・事業所の面積が⚒⚐ha以上のもの）の自
主的な環境配慮への取組を促進するために策定し
た「事業活動における環境配慮推進ガイドライン」
（平成⚒⚑年⚑⚒月）に基づいて、事業者と県、市町村
が締結するものです。
このガイドラインでは、操業前及び操業後にお

いて、事業者がガイドラインに示す⚔つの環境配
慮事項（①地球環境保全のへの貢献、②資源循環
型社会の形成、③自然環境の保全とやすらぎや潤
いのある身近な環境の保全及び創造、④安全で良
好な生活環境の確保）の中から、事業の内容や地
域の状況に応じた適切な環境配慮事項を選択し、
自ら構築する環境マネジメントシステムの中に計
画として取り込み、計画から改善までの一連のプ
ロセスを推進していくこととしています。
また、事業者は、ISO⚑⚔⚐⚐⚑をはじめとする環境
認証の導入や外部の第三者機関によるチェックに
より、自らの環境マネジメントシステムを運用し
ていくとともに、「環境配慮基本協定」に基づい
て、定期的に県への報告等を行います。

一方、県は、「環境配慮基本協定」に基づく事業
者の取組を公開するなどして環境配慮に積極的に
取り組む事業者の認知度を高め、企業イメージの
向上を支援することなどが盛り込まれています。
これにより、事業者と行政が連携して環境配慮の
実効性の確保と取組推進を図るものです。
この協定を締結する事業者は、原則として事業

所の立地が決まり次第、知事との協議を開始し、
事業活動を開始するまでに協定を締結することに
なります。
平成⚒⚓年⚑月に、協定第一号として、県及び大

衡村は、セントラル自動車株式会社との間で「環
境配慮基本協定」を締結しました。また、平成⚒⚓
年⚕月には、県及び大和町は、東京エレクトロン
宮城株式会社との間で、環境配慮基本協定を締結
しました。
平成⚓⚐年度も前年度に引き続き、上記二社にお

いて実施された環境配慮への取組や、目標値に対
する達成状況等が「環境配慮報告書」として、県
及び関係町村に報告されました。

⚑　環境配慮基本協定

第⚒節　環境の保全に関する協定の締結

環境対策課
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第⚓部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

▲トヨタ自動車東日本株式会社（左）及び東京エレクトロン宮城株式会社（右）から提出された環境配慮報告書

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚒Ȃ⚑　環境配慮基本協定の締結状況

協定締結者所在地対象事業所締結年月日年　度

トヨタ自動車東日本株式会社
宮　　城　　県
大　　衡　　村

大衡村
トヨタ自動車東日本株式会

宮城大衡工場
（平成⚒⚔年⚗月　社名変更※）

平成⚒⚓年⚑月⚑⚓日平成⚒⚒年度

東京エレクトロン宮城株式会社
宮　　城　　県
大　　和　　町

大和町東京エレクトロン宮城株式会社
本社工場平成⚒⚓年⚕月⚒⚖日平成⚒⚓年度

※　平成⚒⚔年⚗月に、関東自動車工業（株）、セントラル自動車（株）、トヨタ自動車東北（株）の⚓社が統合し、トヨタ自動車東日本（株）となっ
たことに伴い、同年⚘月⚑⚗日付けで協定の変更を行った。

トヨタ自動車東日本株式会社及び東京エレクトロン宮城株式会社から提出された「環境配慮報告書」につきましては、宮城県のホームページから御
覧になれます。
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-t/index-kankyohairyo.html）

公害防止に関する協定（以下、「公害防止協定」
という。）とは、地方公共団体や住民団体等と事業
者との間で、事業活動に伴う公害を防止するため
に、事業者がとるべき措置を相互の合意により取
り交わす約束のことです。この公害防止協定は、
公害関係法令を補完するとともに、企業が立地す
る地理的・社会的条件に即したきめ細やかな公害
防止対策を実施することができるため、全国的に
も数多く締結されています。
本県における公害防止協定は、昭和⚔⚖年の仙台

港開港に伴い立地した大規模発生源である新仙台
火力発電所を対象として東北電力株式会社と昭和
⚔⚕年に締結したのを初めに、仙台湾地域の大煙源
を持つ事業所や排水による環境負荷の大きい事業
所を中心に締結してきました。
その後、平成⚗年に行われた公害防止条例の改

正により、知事は県民の生活環境を保全する上で
必要があると認めるときは、事業者に対し公害防
止協定の締結について協議するものとされ、協定
締結の根拠が明確になりました。また、平成⚑⚕年

⚔月には、公害防止協定の締結及び運用に関する
指針を定め、対象事業所の規模を規定するなど、
公害防止協定が担う役割の充実を図っています。
なお、この指針については、平成⚒⚔年度に見直
し、協定締結事業者の協議及び報告事項の整理等
を行いました。

ᾇ　公害防止協定等の締結
県は、公害全般について総合的に公害防止対策

を講じる必要がある大規模な事業所の事業者と公
害防止協定を、大気中への二酸化硫黄の排出につ
いて対策を講じる必要がある事業所の事業者と覚
書を締結しています。また、仙台港湾公害防止対
策地域に立地する事業所及び県の企業立地促進の
ための奨励金交付要綱の規定による奨励金対象工
場等のうち、ばい煙発生施設等を設置する公害防
止協定締結事業者以外の事業者とは公害防止確認
書を取り交わしています。

⚒　公害防止に関する協定
環境対策課

※公害防止協定等
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-t/index-kyotei.html
より詳細な内容は上記ホームページでご覧いただくことができます。
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第⚕章　すべての基盤となる施策

締結年月日締結自治体事業所事業者 最新改定当初
Ｈ⚒⚗．　⚖．⚒⚒Ｓ⚔⚕．　⚘．⚒⚑宮城県新仙台火力発電所東北電力株式会社

仙
台
地
域

仙
台
湾
地
域

Ｈ⚒⚕．　⚓．⚒⚙Ｓ⚔⚖．　⚖．⚑⚔仙台市仙台製油所ＪＸＴＧエネルギー株式会社
Ｈ⚒⚕．　⚓．⚒⚘Ｓ⚔⚗．⚑⚒．⚑⚔塩竈市仙台製造所ＪＦＥスチール株式会社
Ｈ⚒⚕．　⚓．⚒⚘Ｓ⚕⚓．　⚑．⚑⚗名取市仙台工場麒麟麦酒株式会社
Ｈ⚑⚔．　⚕．⚒⚔Ｓ⚕⚔．　⚓．⚒⚗多賀城市仙台工場東洋製罐株式会社
Ｈ⚒⚕．　⚓．⚒⚘Ｈ⚑⚓．　⚕．⚑⚖七ヶ浜町本社工場東北ゴム株式会社

－Ｈ⚒⚘．　⚓．　⚒利府町仙台パワーステーション仙台パワーステーション株式会社
Ｈ⚒⚙．　⚓．⚒⚙Ｓ⚕⚘．　⚓．　⚓宮城県・七ヶ浜町仙台火力発電所東北電力株式会社
Ｈ⚓⚐．　⚒．⚒⚘Ｓ⚔⚗．⚑⚒．⚒⚘宮城県石巻工場日本製紙株式会社

石
巻
地
域

Ｈ⚓⚐．　⚒．⚒⚘石巻市石巻雲雀野発電所
Ｈ⚒⚕．　⚓．⚒⚙Ｓ⚕⚑．　⚕．⚒⚙東松島市石巻工場東海カーボン株式会社
Ｈ⚒⚕．　⚓．⚒⚙Ｓ⚕⚑．　⚕．⚒⚙石巻工場株式会社伊藤製鐵所

Ｈ⚒⚕．　⚓．⚑⚙Ｓ⚔⚗．　⚗．⚒⚕
宮城県・名取市
角田市・岩沼市
柴田町・亘理町

岩沼工場日本製紙株式会社
仙
南
地
域

Ｈ⚒⚕．　⚕．⚒⚒Ｓ⚔⚘．　⚖．⚑⚘宮城県・大崎市東北製造所ＹＫＫ ＡＰ株式会社

そ
の
他

Ｈ⚒⚕．　⚓．⚑⚓Ｓ⚖⚓．⚑⚒．　⚕宮城県・大衡村本社工場ラピスセミコンダクタ宮城株式会社
Ｈ⚒⚕．　⚒．⚒⚖Ｈ　⚒．　⚓．⚒⚗宮城県新地発電所相馬共同火力発電株式会社

Ｈ⚒⚕．　⚓．⚒⚑Ｈ　⚗．　⚖．⚑⚓宮城県・蔵王町コカ・コーライーストジャパン
株式会社蔵王工場コカ・コーライーストジャパン株式会社

Ｈ⚒⚒．　⚘．⚒⚗Ｈ⚑⚔．　⚙．　⚕宮城県・栗原市細倉鉱山
三菱マテリアル株式会社
細倉金属鉱業株式会社

券
献
献
献献
献
犬
献献
献
献
献
鹸

券
献
献
犬
献
献
鹸

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚒Ȃ⚒　公害防止協定の締結状況 平成⚓⚑年⚓月⚓⚑日

ᾈ　公害防止協定等の進行管理
公害防止協定等締結事業者に対し、対象施設等
の新設、増設及び変更がある場合、計画立案段階
で公害防止協定に定める排出基準や周辺環境への
影響について協議・報告することを求め、当該計
画に伴い発生する環境負荷に対して適切な対策が
とられているかどうか確認しています。また、必
要に応じて公害防止協定書等を改定しています。
平成⚓⚐年度には、設備の更新等に係る事前協議

を⚒件、同報告を⚑⚖件受け付けています。
さらに、公害防止協定締結事業者（⚑⚗事業所）、

覚書締結事業者（⚒事業所）については環境負荷
項目に関する自主検査結果等の報告を定期的に受
けるとともに、必要に応じて事業所への立入調査
を実施し、公害防止協定の遵守状況を確認しまし
た。また、公害防止協定締結事業所のうち、大気
汚染物質の排出量が多い事業所については、窒素

酸化物濃度や硫黄酸化物濃度等のデータをテレ
メータシステムにより常時監視し、協定の遵守状
況について確認しています。
なお、事故や公害発生時等には公害防止協定締

結事業者から報告を受けることとしており、平成
⚓⚐年度は⚒件の報告を受けています。報告を受け
た場合には協定締結自治体と共に適切な対応を取
るよう事業者を指導することとしており、この⚒
件の報告に対しては指導を行い、改善報告を受け
ています。
このほか、公害防止協定の進行管理に関し表⚓

−⚕−⚒−⚓のような公害防止協議会を組織し、
関係自治体の意見調整を図っています。平成⚓⚐年
度は仙塩地域七自治体公害防止協議会を⚑回、相
馬共同火力発電株式会社新地発電所に係る公害防
止協議会を⚑回開催し、関係自治体や事業者との
連絡及び調整を行いました。

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚒Ȃ⚓　公害防止協議会設置状況

設置年月日構成自治体目　　　的協議会名

Ｓ⚔⚗．　⚘．⚑⚗
宮城県・仙台市・塩竈市・
名取市・多賀城市・七ヶ浜
町・利府町

仙台港湾公害防止対策地域に立地する事業所と公害
防止協定等の締結及びその執行についての審議調整仙塩地域七自治体公害防止協議会

Ｈ元．⚑⚑．　⚖
宮城県・角田市・岩沼市・
柴田町・丸森町・亘理町・
山元町

相馬共同火力発電株式会社新地発電所の公害防止協
定に関する意見の調整

相馬共同火力発電株式会社新地発電所に
係る公害防止協議会

Ｈ⚑⚔．⚑⚐．　⚕宮城県・栗原市・登米市細倉鉱山の公害防止協定に関する意見の連絡調整細倉鉱山に係る公害防止連絡協議会
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第⚓部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

開発面積が⚒⚐ha以上の開発行為について、自然
環境保全条例及び「大規模開発行為に関する指導
要綱」（昭和⚕⚑年宮城県告示第⚘⚓⚐号）に基づき、
開発行為者と「自然環境保全協定」を締結し、自
然緑地の保全や植生回復等の自然環境の保全上必
要な措置を講じるよう指導しています。（表⚓−
⚕−⚒−⚔）。
また、これらの造成工事等が開発途中で廃止又
は中止されることにより、災害の発生を招くこと
のないよう、「開発行為の廃止等に伴う災害防止

工事及び植生回復工事施行に関する契約」を協定
と同時に締結し、開発行為者に防災工事保証金を
預託させるなどして、自然環境の保全に留意した
開発を行うよう指導しています。
さらに、必要に応じて防災パトロールを行うと

ともに、開発行為の完了時には工事の完了と自然
緑地及び造成緑地の保存状態の確認を行うなど、
開発行為に伴う災害の防止や協定等の履行を確保
するために必要な措置を講じています。

⚓　自然環境保全協定
自然保護課

ᾇ　法令による環境影響評価の実施状況等
環境影響評価は、事業者自らが大規模な開発事
業の実施前に環境にどのような影響を与えるかに
ついて、環境保全の見地から広く意見を聴きなが
ら、調査・予測・評価を行い、環境に配慮してい
く制度であり、環境保全に関する重要かつ有効な
手段となっています。
県は、昭和⚕⚑年度に「公害の防止及び自然環境
の保全に関する環境影響評価指導要綱」、平成⚕
年度に「宮城県環境影響評価要綱」、さらに平成⚑⚐
年⚓月に「環境影響評価条例」（平成⚑⚐年条例第
⚙号）を制定して制度の充実を図り、大規模な開
発を行う事業者に対して環境影響評価の実施を指
導しています。
平成⚓⚐年度までに同条例に基づき実施した手続

きは合計⚙件となっています。
一方、国においては、昭和⚕⚙年に「環境影響評

価の実施について」が閣議決定され、環境影響評
価実施要綱を制定しており、さらに、平成⚙年⚖

⚑　環境影響評価制度と自主的な環境配慮の取組

第⚓節　開発行為における環境配慮

環境対策課

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚒Ȃ⚔　自然環境保全協定の締結状況

計その他教育施設レジャー
ランドゴルフ場工場団地別荘地住宅団地開発類型

年度
⚘⚐⚔⚓⚘⚒⚔⚔⚑⚓⚖平成⚒⚓年度以前
⚐平 成 ⚒⚔ 年 度
⚑⚑平 成 ⚒⚕ 年 度
⚐平 成 ⚒⚖ 年 度
⚔⚔平 成 ⚒⚗ 年 度
⚓⚓平 成 ⚒⚘ 年 度
⚗⚗平 成 ⚒⚙ 年 度
⚘⚗⚑平 成 ⚓⚐ 年 度
⚑⚐⚓⚒⚖⚓⚘⚒⚔⚔⚑⚓⚗合 計

※　「その他」には太陽光発電施設が含まれる。

月には「環境影響評価法」（平成⚙年法律第⚘⚑号）を
制定しています。
平成⚓⚐年度は（仮称）七ヶ宿長老風力発電事業、

（仮称）白石越河風力発電事業、（仮称）白石鉢森
山風力発電事業の⚓件の配慮書手続き、（仮称）
七ヶ宿長老風力発電事業、（仮称）白石越河風力発
電事業の⚒件の方法書手続きが開始されたほか、
鬼首地熱発電所設備更新計画の準備書手続きが実
施されました。同法に基づき手続を実施した事業
は合計⚑⚗件（途中で手続を中止したものを含む）
となっています。
また、「東日本大震災復興特別区域法」（平成⚒⚓

年第⚑⚒⚒号）に基づく特定環境影響評価手続を実施
した事業は合計⚒件となっています。
なお、平成⚒⚙年⚒月に環境影響評価例施行規則

を改正し、小規模火力発電所を環境影響評価条例
の対象事業に追加したことから、平成⚓⚐年度に
「みやぎの環境アセスメント」パンフレットを作成
し、関係機関に配布しました。
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第⚕章　すべての基盤となる施策

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚓Ȃ⚑　条例に基づく環境影響評価実施状況
実施状況規　模場　所事　業　者事　業　の　名　称

H⚑⚒．⚑⚐．　⚕　方法書
H⚑⚕．　⚓．⚑⚗　準備書
H⚑⚕．⚑⚐．　⚖　評価書

⚗⚘．⚕ha大和町（社）宮城県土地開発公社大和リサーチパーク造成事業

H⚑⚓．　⚒．　⚗　方法書
H⚑⚔．⚑⚒．⚒⚔　準備書
H⚑⚕．　⚗．⚑⚐　評価書

⚒⚙．⚑ha河南町河南町河南町多目的ふれあい交流施設整備事業

H⚑⚕．⚑⚐．⚑⚐　方法書
H⚑⚙．　⚗．⚑⚑　準備書
H⚒⚐．　⚓．　⚓　評価書

⚑⚑．⚕km利府町
松島町（社）宮城県道路公社仙台松島道路⚔車線化事業

H⚒⚐．⚑⚐．⚓⚑　方法書⚑⚙⚙．⚘ha富谷町富谷町成田第二土地区画
整理組合設立準備委員会（仮称）富谷町成田二期北土地区画整理事業

H⚒⚕．　⚕．⚑⚗　方法書
H⚒⚖．　⚑．⚒⚓　準備書
H⚒⚖．　⚘．　⚑　評価書

⚗，⚔⚘⚐kW気仙沼市㈱気仙沼市民の森
風力発電所気仙沼市民の森風力発電事業

H⚒⚙．　⚓．　⚙　方法書
H⚓⚑．　⚒．⚑⚔　準備書⚔⚐⚑．⚘ha白石市アマテラス・ソーラー

合同会社（仮称）アマテラス白石ソーラーファーム建設事業

H⚒⚙．⚑⚑．⚒⚘　方法書
H⚓⚐．⚑⚑．　⚖　方法書②
H⚓⚑．　⚒．⚒⚗　準備書

⚗⚔，⚙⚕⚐kW石巻市株式会社レノバ（仮称）石巻港バイオマス発電事業

H⚓⚐．⚑⚒．⚒⚕　方法書⚑⚐⚒，⚗⚕⚐kW石巻市合同会社Ｇ－Ｂｉｏ
石巻須江Ｇ－Ｂｉｏ石巻須江発電事業

H⚓⚑．　⚑．⚓⚐　方法書⚓⚓⚑．⚓⚖ha大崎市PurpleSol合同会社オニコウベ発電所建設事業

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚓Ȃ⚒　法に基づく環境影響評価実施状況
実施状況規　模場　所事　業　者事　業　の　名　称

H⚑⚒．⚑⚐．⚒⚓　方法書
H⚑⚖．⚑⚖．⚒⚕　準備書
H⚑⚗．⚑⚗．⚑⚗　評価書

⚑⚔．⚐km仙台市仙台市
（都市計画決定権者）仙台市東西線鉄道建設事業

H⚑⚓．⚑⚒．⚑⚒　方法書
H⚑⚔．⚑⚑．⚒⚕　準備書
H⚑⚕．⚑⚓．⚑⚐　評価書

⚑⚘⚔ha名取市宮城県
（都市計画決定権者）

仙塩広域都市計画（仮称）
名取市下増田臨空土地区画整理事業及び（仮称）
名取市関下土地区画整理事業

H⚑⚓．⚑⚔．⚒⚓　方法書
H⚑⚔．⚑⚘．⚑⚒　準備書⚑⚐．⚓km丸森町相馬市

（福島県）
国土交通省
東北地方整備局

一般国道⚑⚑⚕号阿武隈東道路建設事業
（H⚑⚖．⚒　事業規模縮小により法対象外事業となる）

H⚑⚖．⚑⚔．⚑⚓　方法書
H⚑⚘．⚑⚗．⚒⚐　準備書
H⚑⚙．⚑⚕．⚒⚒　評価書

⚔⚔．⚖万kw七ヶ浜町東北電力株式会社仙台火力発電所リプレース計画

H⚑⚙．⚑⚒．⚒⚘　方法書
→再手続へ⚙⚕万kw級仙台市東北電力株式会社新仙台火力発電所リプレース計画

H⚒⚐．⚑⚐．⚒⚑　方法書
H⚒⚒．⚑⚘．⚒⚔　準備書
H⚒⚓．⚑⚐．⚒⚘　評価書

⚙⚘万kw級仙台市東北電力株式会社新仙台火力発電所リプレース計画

H⚒⚕．　⚓．⚒⚕　方法書
H⚒⚗．　⚑．⚓⚐　準備書
H⚒⚙．　⚙．　⚘　評価書

⚒万kw石巻市株式会社ユーラス
エナジーホールディングス（仮称）石巻風力発電事業

H⚒⚘．　⚖．　⚖　配慮書
H⚒⚙．　⚒．　⚗　方法書
H⚓⚐．　⚒．⚒⚘　準備書

⚑．⚕万kw大崎市電源開発株式会社鬼首地熱発電所設備更新計画

H⚒⚘．⚑⚒．⚒⚘　配慮書
H⚒⚙．　⚘．　⚑　方法書⚖．⚑万kw加美町ジャパン・リニューアブル・

エナジー株式会社（仮称）宮城加美風力発電事業

H⚒⚘．⚑⚒．　⚑　方法書⚑⚕⚑ha加美町国土交通省
東北地方整備局鳴瀬川水系鳴瀬川総合開発事業

H⚓⚐．　⚔．　⚙　配慮書
H⚓⚐．⚑⚒．　⚙　方法書⚓．⚐万kw白石市

七ヶ宿町
日立サステナブル
エナジー株式会社（仮称）七ヶ宿長老風力発電事業

H⚓⚐．　⚖．⚒⚕　配慮書
H⚓⚐．⚑⚑．　⚘　方法書⚓．⚘万kw白石市アカシア・

リニューアブルズ株式会社（仮称）白石越河風力発電事業

H⚓⚐．　⚗．　⚓　配慮書⚕．⚑万kw白石市株式会社テクノシステム（仮称）白石鉢森山風力発電事業

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚓Ȃ⚓　東日本大震災復興特別区域法に基づく環境影響評価実施状況

実施状況規　模場　所事　業　者事　業　の　名　称
H⚒⚕．⚑．　⚗　特定評価書
H⚒⚕．⚓．⚑⚘　特定評価書
（補正後）

⚑⚔．⚖km
新地町
山元町
亘理町

新地町
山元町
亘理町

常磐線（駒ヶ嶺～浜吉田）復旧事業

H⚒⚕．　⚗．⚑⚗　特定評価書
H⚒⚕．⚑⚐．⚒⚑　特定評価書
（補正後）

⚘⚗．⚗ha石巻市石巻市石巻市新蛇田地区
被災市街地復興土地区画整理事業
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第⚓部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

県土の無秩序な開発を防止し、自然と調和した
地域社会の発展に資することを目的として、昭和
⚕⚑年に大規模開発行為に関する指導要綱（昭和⚕⚑
年宮城県告示第⚘⚓⚐号）を制定し、面積が⚒⚐ha以上
の一定の開発行為に関し必要な基準等を定めると
ともに、事業者に対し、その遵守を指導していま
す。
なお、大規模開発行為の大部分を占めていたゴ

ルフ場及び住宅団地開発は、社会経済情勢等の変
化により、昭和⚖⚒年から平成⚓年にかけての景気
拡大期（いわゆるバブル経済期）に比べると、近
年の件数は減少し、代わって太陽光発電施設の設
置が増加しています。

⚒　大規模開発行為への指導
自然保護課

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚓Ȃ⚔　大規模開発行為実施状況（平成⚓⚐年度）

合計開発中開発完了
面積（ha）箇所数面積（ha）箇所数面積（ha）箇所数
⚒，⚘⚘⚒⚓⚗⚓⚐⚓⚓⚒，⚕⚗⚙⚓⚔住 宅 団 地

⚒⚑⚑⚒⚑⚑別 荘 地

⚒⚑⚕⚔⚒⚑⚕⚔工 業 団 地

⚒，⚘⚘⚒⚒⚔⚒⚔⚘⚑⚒，⚖⚓⚔⚒⚓ゴ ル フ 場

⚖⚙⚘⚘⚒⚐⚓⚒⚔⚙⚕⚖レジャーランド

⚙⚓⚓⚔⚔⚑⚔⚙⚒教 育 施 設

⚑，⚖⚔⚗⚒⚖⚘⚔⚕⚑⚕⚘⚐⚒⚑⚑そ の 他

⚘，⚔⚓⚘⚑⚐⚓⚑，⚖⚔⚓⚒⚒⚖，⚗⚙⚕⚘⚑合 計

※　「その他」には太陽光発電施設が含まれる。

▲図⚓Ȃ⚕Ȃ⚓Ȃ⚑　林地開発許可状況
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▲図⚓Ȃ⚕Ȃ⚓Ȃ⚒　林地開発協議状況
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東日本大震災後は、復旧・復興工事による土砂
採取を目的とする林地開発許可件数が増加してい
ましたが、近年は再生可能エネルギー固定価格買

取制度による太陽光発電施設の設置案件が増えて
おり、更には買取価格の低下から大規模化の傾向
が見られています。

⚓　林地開発許可
自然保護課

ᾈ　事業活動における環境配慮推進ガイド
ラインの策定

平成⚒⚑年⚑⚒月に、県内に立地する面積が⚒⚐ha以
上の工場・事業所を対象に、事業者の自主的な環
境配慮の推進を目的とした「事業活動における環
境配慮推進ガイドライン」を策定しました。
このガイドラインでは、事業者自らが事業内容

や地域の状況に応じた環境マネジメントシステム

を構築し、第三者機関によるチェックや事業者と
県、市町村との間で締結される環境配慮基本協定
などにより実効性の確保を図ることとしていま
す。
（※「事業活動における環境配慮推進ガイドライ
ン」の概要については、第⚕章第⚒節の「環境配
慮基本協定」の記述も御参照ください。）
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第⚕章　すべての基盤となる施策

ᾇ　公害苦情の受付状況
平成⚓⚐年度に県及び市町村の公害苦情相談窓口
が受付した公害苦情件数は⚕⚒⚙件でした。平成⚑⚘
年以降、平成⚒⚔年度に若干の増加が見られました
が、全体的には減少傾向が続いています。
公害苦情のうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚

染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる典
型⚗公害の苦情件数は⚔⚐⚒件で、全体の⚗⚖％を占
めています。
典型⚗公害の種類別で見ると、騒音が⚑⚗⚗件

（⚓⚓．⚕％）で最も多く、以下、悪臭が⚑⚐⚓件（⚑⚙．⚕％）、
大 気 汚 染が⚖⚔件（⚑⚒．⚑％）、水 質 汚 濁が⚔⚖件
（⚘．⚗％）となっています。

ᾈ　市町村別苦情件数
平成⚓⚐年度に市町村が受付した公害苦情件数は

⚕⚒⚙件で、そのうち市部が⚓⚘⚓件、町村部が⚑⚐⚗件と
なっています。

ᾉ　公害紛争処理
宮城県公害審査会は、「公害紛争処理法」（昭和

⚔⚕年法律第⚑⚐⚘号）第⚑⚓条及び「公害紛争処理条例」
（昭和⚔⚖年宮城県条例第⚑⚔号）第⚒条の規定に基づ
いて昭和⚔⚖年に設置され、各種の公害紛争の処理
を行っています。審査会は学識経験者等の委員⚑⚒
人で構成され、調停申請等に基づき委員の中から
調停委員等を指名し、紛争の解決を図っています。
平成⚓⚐年度末現在では、係属中の事件が⚑件あ

ります。
なお、宮城県公害審査会が設置された昭和⚔⚖年

以来、終結した事件は調停⚒⚑件で、その結果とし
て、「調停成立」⚗件、「調停打切り」⚗件、「調停
取下げ」⚕件、「調停しない」⚒件となっています。

⚑　公害紛争等の適切な処理

第⚕節　公害紛争等の適切な処理及び環境犯罪対策

環境対策課

▲図⚓Ȃ⚕Ȃ⚕Ȃ⚑　公害苦情件数の推移
（年度）
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※表中、平成⚒⚒年度の数値には、石巻市、多賀城市、東松島市、女川
町及び南三陸町分は含まれていない。

▼表⚓Ȃ⚕Ȃ⚕Ȃ⚑　市部・町村部別苦情受理件数の推移

市町村受理件数宮城県
受理件数受理件数年　度 町村部市　部

⚓⚕⚘⚑，⚐⚔⚓⚗⚑，⚔⚐⚘平成⚑⚙年度
⚓⚘⚒⚗⚗⚘⚓⚒⚑，⚑⚙⚒平成⚒⚐年度
⚓⚑⚗⚘⚐⚓⚗⚑⚑，⚑⚙⚑平成⚒⚑年度
⚓⚖⚑⚔⚘⚕⚘⚓⚙⚒⚙平成⚒⚒年度
⚒⚘⚕⚖⚒⚑⚖⚘⚙⚗⚔平成⚒⚓年度
⚓⚒⚓⚗⚕⚒⚘⚔⚑，⚑⚕⚙平成⚒⚔年度
⚒⚘⚒⚖⚘⚖⚕⚕⚑，⚐⚒⚓平成⚒⚕年度
⚒⚗⚗⚖⚙⚔⚔⚓⚑，⚐⚑⚔平成⚒⚖年度
⚑⚐⚒⚖⚖⚐⚔⚐⚘⚐⚒平成⚒⚗年度
⚑⚐⚖⚕⚒⚗⚓⚔⚖⚖⚗平成⚒⚘年度
⚑⚐⚖⚔⚔⚖⚓⚔⚕⚘⚖平成⚒⚙年度
⚑⚐⚗⚓⚘⚓⚓⚙⚕⚒⚙平成⚓⚐年度

※平成⚒⚒年度の件数には、石巻市、多賀城市、東松島市、女川町及び南
三陸町分は含まない。

規制的手法は、公害を防止するための排出等の
規制・抑制や自然環境の適正な保全のための行為
の制限など、環境を劣化させる活動を直接制限・
禁止するもので、環境保全の効果がより確実であ
るため、これまで基本的な手段として広範に用い
られています。
公害関係法令による特定施設以外の施設等を規

制する公害防止条例は、昭和⚔⚖年⚔月の施行以降
⚑⚖回の改正を重ねています。また、廃棄物の不適

正処理事案が多発したことから、廃棄物関係法令
に加えて産業廃棄物の適正処理を確保するため、
産廃処理適正化条例を平成⚑⚘年⚔月に施行してい
ます。
平成⚑⚘年度以降、新たな規制的措置の施行はあ

りませんが、県は、常に法令の適正な運用に努め
るほか、科学的知見を踏まえた上で条例の見直し
を行うとともに、新たな規制の必要性についても
継続的に検討しています。

第⚔節　規制的措置
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第⚓部　持続可能な社会の実現に向けた県の取組

県民の生活環境の保全を目的として、環境行政
機関との連携を図りながら、生活環境に障害を与
える環境犯罪の指導取締りを推進しています。
平成⚓⚐年中に検挙した環境犯罪は、廃棄物処理

法違反、「河川法」（昭和⚓⚙年法律第⚑⚖⚗号）違反で
⚑⚓⚑件⚑⚕⚖人（前年比＋⚑⚕件、＋⚒⚘人）となってい
ます。
廃棄物処理法違反の特徴としては、半数以上が

不法焼却事犯であり、業者による産業廃棄物の不

法投棄事犯では複数の行為者が違反に関わり検挙
されているケースが多くありました。　

⚒　環境犯罪への対応
警察本部生活環境課

合計件数
合計人員

廃処理法件数
廃処理法人員
河川法件数

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

1 0 2 1

116 117

95

116
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136

116
128 156

131
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▲図⚓Ȃ⚕Ȃ⚕Ȃ⚒　環境犯罪年次別検挙状況（過去⚕年間）


